
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
新
た
に
生
じ
た
土
地
を
確
認
し
た
旨
の
届
出
（
二
件
）

（
自
治
振
興
課
）

一

�
町
及
び
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
（
三
件
）

（

〃

）

二

�
有
害
図
書
の
指
定

（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

三

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出
（

〃

）

四

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（

〃

）

�
水
防
法
の
規
定
に
よ
る
水
位
情
報
の
通
知
及
び
周
知
を
行
う
河
川
の
指
定
（
河
川
砂
防
課
）

五

�
平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号
（
水
防
法
の
規
定
に
よ
る
水
防
警
報
を
行
う

河
川
の
指
定
）
の
一
部
改
正

（

〃

）

�
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
位
置
指
定
（
二
件
）

（
建

築

課
）

六

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
（
二
件
）

（
県
民
参
画
課
）

�
平
成
十
六
年
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
九
号
（
国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る

基
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
標
準
価
格
の
判
定
）
の
一
部
訂
正

（
環
境
・
水
政
策
課
）

七

�
平
成
十
七
年
度
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

八

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

（
経
営
支
援
課
）

�
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
（
三
件
）

（
農

政

課
）

九

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

一
〇

�
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
適
否
決
定

（

〃

）

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可

（

〃

）

�
土
地
改
良
事
業
の
同
意
（
二
件
）

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
二
件
）

（

〃

）

一
一

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出

（

〃

）

公
安
委
員
会
規
則

�
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
安
委
員
会
告
示

�
平
成
十
四
年
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
号
（
道
路
交
通
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
医

師
の
認
定
）
の
一
部
改
正

三
〇

公
安
委
員
会
公
告

�
警
備
業
法
に
規
定
す
る
検
定
の
実
施

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定

三
一

人
事
委
員
会
告
示

�
給
料
表
別
、
級
別
職
務
分
類
表
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一

部
改
正

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
直
島
町
の

区
域
内
に
新
た
に
生
じ
た
次
の
土
地
を
確
認
し
た
旨
、
直
島
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第５１号

平 成１７年

７月１日（金曜日）

告

示

位

置

面

積

香
川
郡
直
島
町
字
宮
ノ
浦
二
二
〇
三
の
一
、
二
二
四
九
の
四
、

二
二
四
九
の
二
六
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

四
〇
八
九
・
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
四
百
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
直
島
町
の

区
域
内
に
新
た
に
生
じ
た
次
の
土
地
を
確
認
し
た
旨
、
直
島
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
直
島
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
直
島
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
編
入
す
る
旨
、

池
田
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
四
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

位

置

面

積

香
川
郡
直
島
町
字
神
子
持
三
二
九
八
及
び
字
姫
宮
五
一
八
の

七
及
び
字
積
浦
四
七
八
九
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

九
三
一
・
八
三
平
方
メ
ー
ト
ル

上

欄

下

欄

香
川
郡
直
島
町
字
宮
ノ
浦

香
川
郡
直
島
町
字
宮
ノ
浦
二
二
〇
三
の
一
、
二
二
四
九
の
四
、

二
二
四
九
の
二
六
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

上

欄

下

欄

香
川
郡
直
島
町
字
姫
宮

香
川
郡
直
島
町
字
神
子
持
三
二
九
八
及
び
字
姫
宮
五
一
八
の

七
及
び
字
積
浦
四
七
八
九
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

上

欄

下

欄

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
焼
山

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
長
石
三
〇
二
六
の
六

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
上
地

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
東
畑
四
二
九
九
の
三
、
四
三
〇
〇

の
二
、
四
三
〇
一
の
二
、
四
三
三
二
の
二
、
四
三
三
三
の
二
、

四
三
三
四
の
二
、
四
三
三
五
の
二
、
四
三
五
二
の
二
、
四
三
五

三
の
二
、
四
三
五
六
の
三
、
四
三
五
六
の
四
、
四
三
五
八
の
二

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
岡
條
四
三
七
四
の
一
、
四
三
七
四

の
三
か
ら
四
三
七
四
の
五
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す

る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
垣
内

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
岡
條
四
六
二
二
の
二
、
四
六
二
二

の
三
、
四
六
二
二
の
五
、
四
六
二
三
の
五

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
長
石

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
岡
條
四
四
四
一
の
二

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
後
谷
四
九
〇
五
の
二
、
四
九
〇
五

の
三
、
四
九
〇
六
の
二
、
四
九
〇
七
の
二
、
四
九
〇
八
の
三
、

四
九
〇
九
の
二
、
四
九
〇
九
の
三
、
四
九
一
〇
の
二
、
四
九
一

〇
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

二



平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
行
所
名

�
ぶ
ん
か
社

〃

ミ
リ
オ
ン
出

版
�

〃

曙
出
版
�

英
知
出
版
�

�
英
和
出
版

社�
サ
ン
出
版

実
業
之
日
本

社�
白
石
書
店

�
晋
遊
舎

�
セ
ブ
ン
新

社

雑
誌
コ
ー
ド

１９８２０
－
７

１３７０２
－
７

０３９１２
－
６

１３３１９
－
７

１７６５８
－
７

１７８３２
－
７

１３８５４
－
０７

０３８０１
－
０７

２０８３９
－
７

／
１１

０１９３５
－
０７

６７６２５
－
４０

０９６６３
－
７

図
書

名

無
敵
恋
愛

Ｓ
・
girl

話
王
７
月
１
日
号
増
刊（vol．１０

）

お
と
こ
の
O
FF

増
刊
コ
ミ
ッ
ク
ま
ぁ
る
ま
ん

７
月
１
日
号
（
Vol．１２

）

ス
ク
ー
プ
�

バ
ン
デ
ィ
ッ
ツ

G
O
N
！
６
月
５
日
増
刊
号

（
Vol．１

）

K
EITAI

B
AN
D
ITS

７
月
号
（
vol．４９

）

ス
ー
パ
ー
コ
ミ
ッ
ク
SP

月
刊
美
少
女
裏
D
VD

７
月
号
増
刊
（
vol．２

）

G
O
N
ZO
！

４１１
７
月
号
増
刊
（
file．３

）

山
崎
大
紀
の
突
撃
！
男
の
旅
路

光
速
解
析
！
パ
チ
ス
ロ
�
１

７
月
号
増
刊

コ
ミ
ッ
ク

Am
our

７
月
号
（
N
o．１８７

）

coｍ
ic
キ
ャ
ン
ド
ー
ル

７
月
１１
日
増
刊
号
（
VO
L．１８

）

N
P！
悪
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
激
進
号

７
月
号

D
VD
プ
レ
ミ
ア
ム

VO
L．０１

レ
デ
ィ
ー
ス
・
コ
ミ
ッ
ク

微
熱

７
月
号
（
N
o．７
）

種
別

コミック
誌雑
誌〃〃

コミック
誌雑
誌〃

コミック
誌〃雑
誌〃

コミック
誌

指
定

年
月
日

平成十七年六月二十四日

指
定

番
号

９８９９

１００

１０１

１０２

１０３

１０４

１０５

１０６

１０７

１０８

１０９

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
七
、
六
、
六

あ
い
あ
い
歯
科

木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
三
九
九
番
地
一

平
成
一
七
、
六
、
一

快
生
堂
羽
方
調
剤
薬
局

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
羽
方
六
五
九
番
地
三

�
ダ
イ
ア
プ

レ
ス

�
竹
書
房

�
司
書
房

�
バ
ウ
ハ
ウ

ス平
和
出
版
�

�
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ

マ
イ
ウ
ェ
イ

出
版
�

�
リ
イ
ド
社

ワ
イ
レ
ア
出

版
�

１１４４０
－
０７

２４３９６
－
７

／
７

６６１０１
－
１２

１１４９６
－
０７

１３７９６
－
０７

０８５１３
－
０７

１１４０３
－
６

１８６１４
－
０７

０３３００
－
７

＠
B
AC
AB
O
N
�

ｉ
パ
ラ
ダ
イ
ス

７
月
号
増
刊
（
VO
L．２
）

増
刊

特
冊
新
鮮
組７／
７
増
刊
号

激
裏
w
eb
サ
イ
ト
１００

ツ
カ
サ
ム
ッ
ク
１２

Ｏ
h！
C
razy

ス
ッ
ゲ
ー
�

＠
本
当
！
浮
気
妻
の
Ｈ
話

７
月
号
増
刊
（
Vol．３

）
信
じ
ら
れ
な
い
人
妻
�
D
VD

C
O
M
IC
パ
チ
ス
ロ
裏
テ
ク
大

実
戦
７
月
増
刊
号
（
Vol．２

）
M
eruFre!

B
O
M
B
ER

７
月
号
（
N
U
M
B
ER－

０５０
）

ア
ジ
ア
ン
王

６
月
号

突
撃
！
お
い
し
い
体
験

M
EN
'S
G
O
LD
７
月
号
増
刊

（
VO
L．１６

）
ム
ク
！

ク
リ
ー
ム
７
/５
増
刊
（
vol．０２

）

雑
誌〃〃〃

コミック
誌雑
誌〃〃

コミック
誌

１１０

１１１

１１２

１１３

１１４

１１５

１１６

１１７

１１８

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

変

更

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

変

更

前

変

更

後

平
成
一
七
、
五
、
二
四

あ
き
た
歯
科

あ
き
た
歯
科

医
院

秋
田

顕

小
豆
郡
内
海
町
片
城
甲

一
六
一
―
一

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
七
、
三
、
二
一

医
療
法
人
社
団
宮
井

内
科
医
院

丸
亀
市
飯
山
町
川
原

二
二
七
番
地
一

医
療
法
人
社
団
宮
井

内
科
医
院

丸
亀
市
飯
山
町
川
原

二
二
七
番
地
一

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
一
五
、
六
、
八

医
療
法
人
社
団
相
愛

会
川
口
医
院

仲
多
度
郡
満
濃
町
炭

所
西
一
五
二
八
番
地

一

医
療
法
人
社
団
相
愛

会仲
多
度
郡
満
濃
町
炭

所
西
一
五
二
八
番
地

一

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

平
成
一
七
、
四
、
三
〇

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉

協
議
会
日
盛
の
里

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
四

八
一
番
地
二

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉

協
議
会

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八

八
八
番
地
五

居
宅
介
護
支
援
事
業

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
七
、
四
、
一

大
杉
脳
外
科
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

善
通
寺
市
大
麻
町
二

〇
七
九
番
地
一

医
療
法
人
社
団
大
杉

脳
神
経
外
科
医
院

善
通
寺
市
大
麻
町
二

〇
七
九
番
地
一

訪
問
介
護

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
六
、
九

医
療
法
人
社
団
相
愛

会
川
口
医
院

仲
多
度
郡
満
濃
町
炭

所
西
一
五
二
九
番
地

五

医
療
法
人
社
団
相
愛

会仲
多
度
郡
満
濃
町
炭

所
西
一
五
二
八
番
地

一

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

平
成
一
七
、
五
、
一

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉

協
議
会
日
盛
の
里
居

宅
介
護
支
援
事
業
所

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
六

一
〇
番
地
四
四

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ

き
市
社
会
福
祉
協
議

会さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八

八
八
番
地
五

居
宅
介
護
支
援
事
業

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
位
情
報
の
通

知
及
び
周
知
を
行
う
河
川
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
十
号

平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号
（
水
防
法
の
規
定
に
よ
る
水
防
警
報
を
行
う
河
川
の
指

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「
第
十
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
七
月

二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

志
度
山
川
線
（
三
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
四
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
七
月

平
成
一
七
、
五
、
一

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉

協
議
会
日
盛
の
里
福

祉
用
具
貸
与
事
業
所

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
六

一
〇
番
地
四
四

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ

き
市
社
会
福
祉
協
議

会さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八

八
八
番
地
五

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
七
、
五
、
三
一

通
所
介
護
コ
ミ
ニ
ケ

ア東
か
が
わ
市
南
野
五

〇
番
地
六

有
限
会
社
お
く
た
に

東
か
が
わ
市
南
野
五

〇
番
地
六

通
所
介
護

河
川
の
名
称

区

域

指

定

年

月

日

二
級
河
川

香
東
川
水
系

香
東
川

左
岸

香
川
郡
香
南
町
大
字
岡
字
清
水
一
六
番
一
地

先
か
ら
海
ま
で

平
成
十
七
年
七
月
一
日

右
岸

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
字
芦
脇
三
四
一

番
一
地
先
か
ら
海
ま
で

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

さ
ぬ
き
市
前
山
二
一
五
九
番
三
地
先
か

らさ
ぬ
き
市
前
山
二
一
七
三
番
五
地
先
ま

で

前

一
四
・
〇

〜
二
三
・
六

二
八

道
路
災
害
復

旧
工
事
に
伴

う
現
道
拡
幅

後

一
五
・
八

〜
三
五
・
〇

二
八

さ
ぬ
き
市
前
山
二
五
七
四
番
四
地
先
か

らさ
ぬ
き
市
前
山
二
五
七
四
番
四
地
先
ま

で

前

二
八
・
六

〜
三
四
・
八

二
二

後

三
三
・
〇

〜
三
九
・
八

二
二

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

五



二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

津
田
川
島
線
（
二
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
四
百
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

中
土
指
道

第
五
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
十
五
日

三

指
定
道
路
の
位
置

丸
亀
市
山
北
町
字
道
下
九
二
〇
―
一
、
九
二
一
―
一
、
九
二
二
―
一
及
び
同
地

先
農
道

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
〜
四
・
三
二
メ
ー
ト
ル

延
長

五
一
・
二
四
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

中
土
指
道

第
六
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

三

指
定
道
路
の
位
置

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
萱
原
字
下
所
八
〇
六
―
五
、
八
〇
七
―
五
及
び
同
地
先
農

道
・
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

五
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

一
五
・
二
五
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
一
号

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

東
か
が
わ
市
五
名
五
九
三
番
一
地
先
か

ら東
か
が
わ
市
五
名
五
九
二
番
一
地
先
ま

で

前

一
四
・
〇

〜
二
四
・
二

二
四

道
路
災
害
復

旧
工
事
に
伴

う
現
道
拡
幅

後

一
四
・
〇

〜
二
八
・
六

東
か
が
わ
市
五
名
五
四
一
番
一
地
先
か

ら東
か
が
わ
市
五
名
五
四
一
番
一
地
先
ま

で

前

一
三
・
四

〜
二
五
・
二

一
七

後

一
六
・
六

〜
二
九
・
五

東
か
が
わ
市
五
名
四
五
〇
番
四
地
先
か

ら東
か
が
わ
市
五
名
四
五
四
番
一
地
先
ま

で

前

一
九
・
六

〜
四
三
・
五

八
〇

後

二
一
・
〇

〜
五
一
・
七

公

告

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

六



特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
八
月
十
六
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
香
川
県
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会

小
島

克
己

高
松
市
松
福
町
二
丁
目
一
二
番
一
三
号

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
県
内
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
団
体
に
対
し
て
、
相
互
の
連
帯
を
は
か
る
と
と
も
に
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
の
開
発
、
育
成
、
援
助
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
福
祉
の
向
上
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
八
月
十
四
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
協
会

兼
間

道
子

高
松
市
中
央
町
十
七
番
三
〇
号

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
会
は
、
在
宅
で
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
そ
の
他
支
援
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対
し
、
愛
・
忍
耐
・

技
術
の
理
念
と
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
・
だ
れ
で
も
の
モ
ッ
ト
ー
の
も
と
、
地
域
社
会
を
豊
か
で
住
み

よ
く
す
る
た
め
の
福
祉
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
す
べ
て
の
人
々
が
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社

会
づ
く
り
と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
号

平
成
十
六
年
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
九
号
（
国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
基
準
地
の
単

位
面
積
当
た
り
の
標
準
価
格
の
判
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

表
高
松
（
県
）
―
六
の
項
中
「農

家
住
宅
�
建
売
住
宅
等
が
点
在
す
る
住
宅
地
域

」
を
「農

家
住
宅
�

小
規
模
建
売
住
宅
等
が
点
在
す
る
住
宅
地
域

」
に
改
め
、
高
松
（
県
）
―
二
十
七
の
項
中
「一

般
住
宅
が

建
ち
並
ぶ
郊
外
の
住
宅
地
域

」
を
「一

般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
郊
外
の
新
興
住
宅
地
域

」
に
改
め
、
高
松

（
県
）
―
三
十
八
の
項
中
「高

松
市
新
田
町
字
岩
宮
甲
２６０８

番
７
外

」
を
「高

松
市
新
田
町
字
若
宮
甲
２６０８

番
７
外

」
に
改
め
、
高
松
（
県
）
―
四
十
一
の
項
中
「４９５

」
を
「４５９

」
に
改
め
、
丸
亀
（
県
）
―
一
の

項
中
「中

規
模
一
般
住
宅
が
多
い
郊
外
の
新
興
住
宅
地
域

」
を
「中

規
模
一
般
住
宅
が
多
い
郊
外
の
住
宅

地
域

」
に
改
め
、
丸
亀
（
県
）
―
二
の
項
中
「小

規
模
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
郊
外
の
新
興
住
宅
地
域

」

を
「小

規
模
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
郊
外
の
住
宅
地
域

」
に
改
め
、
丸
亀
（
県
）
―
九
の
項
中
「三

船
病

院
前
３００
ｍ

」
を
「丸

亀
３
�１
	

」
に
改
め
、
丸
亀
（
県
）
五
―
二
の
項
中
「西

側
道

」
を
「側

道

」
に
改

め
、
さ
ぬ
き
（
県
）
―
十
二
の
項
中
「中

規
模
一
般
住
宅
が
多
い
新
興
住
宅
地
域

」
を
「中

規
模
一
般
住

宅
が
多
い
住
宅
地
域

」
に
改
め
、
さ
ぬ
き
（
県
）
―
十
三
の
項
中
「中

規
模
住
宅
が
多
い
新
興
住
宅
地
域

」

を
「中

規
模
住
宅
が
多
い
住
宅
地
域

」
に
改
め
、
牟
礼
（
県
）
―
五
の
項
中
「木

田
郡
牟
礼
町
大
字
大
町

字
上
井
手
西
１２６８

番
２

」
を
「木

田
郡
牟
礼
町
大
字
原
字
上
井
手
西
１２６８

番
２

」
に
改
め
、
香
南
（
県
）

―
一
の
項
中
「小

規
模
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
郊
外
の
新
興
住
宅
地
域

」
を
「小

規
模
一
般
住
宅
が
建
ち

並
ぶ
郊
外
の
住
宅
地
域

」
に
改
め
、
綾
歌
（
県
）
五
―
一
の
項
中
「下

水

」
を
削
り
、
飯
山
（
県
）
五
―

一
の
項
中
「水

道

」
を
「水

道
下
水

」
に
改
め
、
豊
中
（
県
）
五
―
一
の
項
中
「南

西
５�５
ｍ
町
道

」

を
「南

西
５
ｍ
町
道

」
に
改
め
、
詫
間
（
県
）
―
三
の
項
中
「住

宅
Ｗ
１

」
を
「１

：
１
�２

」
に
、
「１

：

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

七



１
�２

」
を
「住

宅
Ｗ
１

」
に
改
め
、
仁
尾
（
県
）
―
一
の
項
中
「中

規
模
一
般
住
宅
が
多
い
区
画
整
然

と
し
た
新
興
住
宅
地
域

」
を
「中

規
模
一
般
住
宅
が
多
い
区
画
整
然
と
し
た
住
宅
地
域

」
に
改
め
、
仁
尾

（
県
）
―
二
の
項
中
「ほ

ぼ
長
方
形

」
を
削
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
号

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
七
年
度
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

試
験
期
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
三
日
（
日
曜
日
）

二

試
験
場
所

高
松
市
一
宮
町
五
三
一
番
地

高
松
南
高
等
学
校

三

受
験
資
格

介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
。
以
下
「
省
令
」と
い
う
。
）

第
一
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
者

四

試
験
科
目

介
護
支
援
分
野
及
び
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
関
す
る
問
題

た
だ
し
、
省
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
定
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
保
健
医

療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
け
る
当
該
専
門
に
係
る
事
項
の
問
題
の
解
答
を
免
除
す
る
。

五

受
験
手
続

１

提
出
書
類




介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
受
験
申
込
書
（
以
下
「
受
験
申
込
書
」
と
い
う
。
）

�

実
務
経
験
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

�

写
真
（
申
込
前
六
月
以
内
に
無
帽
正
面
向
き
で
上
半
身
を
撮
影
し
た
縦
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に
撮
影
年
月
及
び
受
験
申
込
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も

の
を
受
験
申
込
書
の
所
定
の
欄
に
は
り
付
け
て
提
出
す
る
こ
と
。
）



解
答
免
除
対
象
資
格
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
格
に
係
る
免
許
等
の
写
し

２

受
付
期
間

平
成
十
七
年
八
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
受
付
時
間
は
、

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

な
お
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
る
場
合
は
、
受
付
期
間
の
末
日
ま
で
の
消
印
（
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
を
含
む
。
）
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

３

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
○
―
八
五
七
○

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
○
号

香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿

社
会
対
策
課

六

受
験
手
数
料
及
び
納
付
方
法

八
、
○
○
○
円

受
験
手
数
料
は
、
八
、
○
○
○
円
に
相
当
す
る
額
の
香
川
県
証
紙
を
受
験
申
込
書
に
は
り
付
け
て
納

付
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
当
該
証
紙
に
消
印
は
し
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
小
豆
島
を
除
く
島
し
ょ
部
又
は
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ

り
受
験
申
込
書
等
を
提
出
す
る
場
合
は
、
香
川
県
証
紙
に
代
え
て
額
面
八
、
○
○
○
円
の
郵
便
為
替
を

同
封
す
る
こ
と
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

七

合
格
者
の
発
表

合
格
者
に
つ
い
て
は
、
受
験
番
号
を
香
川
県
庁
東
館
正
面
玄
関
前
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
合
格
証
書

を
交
付
す
る
。

な
お
、
合
格
発
表
日
は
、
試
験
当
日
に
試
験
会
場
に
お
い
て
周
知
す
る
。

八

そ
の
他

１

受
験
申
込
書
等
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
対
策
課
、
東
讃
県
民
セ
ン
タ
ー
、
東
讃
保
健

福
祉
事
務
所
、
小
豆
総
合
事
務
所
、
中
讃
県
民
セ
ン
タ
ー
、
中
讃
保
健
福
祉
事
務
所
及
び
西
讃
保
健

福
祉
事
務
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
は
、
受

験
申
込
書
等
の
送
付
を
郵
便
に
よ
り
行
う
の
で
、
あ
て
先
を
明
記
し
、
二
四
○
円
切
手
を
は
っ
た
角

型
二
号
（
縦
三
三
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
四
○
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
、

香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
対
策
課
へ
送
付
す
る
こ
と
。

２

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
対
策
課
保
険
者
指
導
グ
ル
ー
プ
（
電

話
番
号
○
八
七
―
八
三
二
―
三
二
七
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

八



項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
百
三
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ッ
シ
ュ
バ
リ
ュ
ー
坂
出
店

坂
出
市
昭
和
町
一
丁
目
九
九
五
番
一
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
坂
出
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
坂
出
市
環
境
経
済
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
七
月
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
四
百
六
号

善
通
寺
市
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で

二

成
果
の
名
称

１

善
通
寺
市
地
籍
図

２

善
通
寺
市
地
籍
簿

三

調
査
を
行
っ
た
地
域

善
通
寺
町
、
碑
殿
町
、
大
麻
町
の
各
一
部

四

認
証
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
一
日

●
香
川
県
公
告
第
四
百
七
号

小
豆
郡
土
庄
町
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で

二

成
果
の
名
称

１

小
豆
郡
土
庄
町
地
籍
図

２

小
豆
郡
土
庄
町
地
籍
簿

三

調
査
を
行
っ
た
地
域

渕
崎
、
上
庄
の
各
一
部

四

認
証
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
一
日

●
香
川
県
公
告
第
四
百
八
号

小
豆
郡
池
田
町
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で

二

成
果
の
名
称

１

小
豆
郡
池
田
町
地
籍
図

２

小
豆
郡
池
田
町
地
籍
簿

三

調
査
を
行
っ
た
地
域

大
字
池
田
の
一
部

四

認
証
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

九



●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
六
月
十
五
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
七
年
七
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
さ
ぬ
き
市
が
土
地

改
良
事
業
（
団
体
営
基
盤
整
備
促
進
事
業
乙
井
川
北
地
区
）
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七

年
六
月
十
四
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
さ
ぬ
き
市
建
設
経
済
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
七
月
八
日
か
ら
同
月
二

十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
六
月
十
五
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
六
月
十
五
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

豊
稔
池
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）
大
井
出
上

地
区

大
野
原
町
経
済

課

豊
中
町
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
補
修
事
業
）
神
の
木
地

区

豊
中
町
経
済
課

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

豊
中
町
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
新
設
事
業
）
原
下
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
二
の
池
下
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
深
谷
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
徳
前
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
補
修
事
業
）
田
井
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
天
皇
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
揚
水
機
改
修
事
業
）
中
尾
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
揚
水
機
改
修
事
業
）
寺
岡
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
揚
水
機
改
修
事
業
）
岡
本
谷
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
揚
水
機
改
修
事
業
）
北
畑
か
ん
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
普
入
池
地
区

町

名

土

地

改

良

事

業

名

綾
南
町

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
篠
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
氷
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
川
下
中
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
高
司
下
池
地
区

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

一
〇



●
香
川
県
公
告
第
四
百
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
六
月
十
五
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
南
町
音

谷
池
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
七
年
六
月
十
四
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市
綾

歌
町
堤
池
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
七
年
六
月
十
六
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市

綾
歌
町
堤
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

渡
�

克
己

丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
東
一
五
二
一
番
地

平
成
一
七
、
五
、
四

道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二
号

道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
三
節
中
第
十
二
条
の
次
に
次
の
十
二
条
を
加
え
る
。

（
登
録
の
申
請
書
等
の
様
式
等
）

第
十
二
条
の
二

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

二
十
三
号
。
以
下
「
委
託
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記

様
式
第
十
六
号
の
二
の
登
録
（
更
新
）
申
請
書
の
と
お
り
と
す
る
。

２

委
託
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
三
の
誓
約
書

の
と
お
り
と
す
る
。

３

委
託
規
則
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
四
の
誓
約
書
、
二
人

以
上
の
法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
放
置
車
両
の
確
認
等
を
行
う
者
の
委
託
規
則
第
十
二

条
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
写
し
及
び
法
第
五
十
一
条
の
八
第
四
項
第
三
号
の
事
務
所
の
使
用
に
つ

い
て
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し
と
す
る
。

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
泥
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
落
合
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
中
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
庄
屋
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
萱
原
用
水
地
区

町

名

土

地

改

良

事

業

名

豊
中
町

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
大
津
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
大
苗
代
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
財
田
地
区

公
安
委
員
会
規
則

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

一
一



（
登
録
等
の
通
知
）

第
十
二
条
の
三

公
安
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
登
録
を
行
っ
た
と
き
は
別
記
様
式
第

十
六
号
の
五
の
登
録
（
更
新
）
通
知
書
に
よ
り
、
同
項
の
登
録
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
別
記
様
式
第

十
六
号
の
六
の
登
録
（
更
新
）
に
関
す
る
通
知
書
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
更
新
）

第
十
二
条
の
四

法
第
五
十
一
条
の
八
第
六
項
の
登
録
の
更
新
（
以
下
「
登
録
の
更
新
」
と
い
う
。
）
の

申
請
は
、
同
項
の
期
間
（
以
下
「
登
録
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）
が
満
了
す
る
日
の
六
月
前
か
ら
二

月
前
ま
で
の
間
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
の
更
新
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
登
録
の
有
効
期
間
は
、
従
前
の
登
録
の
有
効
期
間
が

満
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
条
の
規
定
は
、
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
登
録
の
取
消
し
の
通
知
）

第
十
二
条
の
五

公
安
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

別
記
様
式
第
十
六
号
の
七
の
登
録
取
消
処
分
通
知
書
に
よ
り
当
該
処
分
を
受
け
た
法
人
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

（
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
の
様
式
等
）

第
十
二
条
の
六

委
託
規
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
込
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
八

の
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
の
と
お
り
と
す
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
別
記

様
式
第
十
六
号
の
九
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
票
を
申
込
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
等
の
再
交
付
申
請
書
の
様
式
）

第
十
二
条
の
七

委
託
規
則
第
九
条
第
二
項
（
委
託
規
則
第
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
委
託
規
則
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
十

の
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
等
再
交
付
申
請
書
の
と
お
り
と
す
る
。

（
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
申
請
書
の
様
式
）

第
十
二
条
の
八

委
託
規
則
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
十

一
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
申
請
書
の
と
お
り
と
す
る
。

（
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
の
手
続
）

第
十
二
条
の
九

公
安
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
委
託
規
則
第
十
条
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
別
記
様
式
第
十
六
号
の
十
二
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定

考
査
受
検
票
を
当
該
者
に
交
付
し
、
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
た
と
き
は
別
記
様
式
第
十
六
号

の
十
三
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
に
関
す
る
通
知
書
に
よ
り
認
定
を
し
な
い
旨
を
当
該
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

２

委
託
規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
は
、
筆
記
に
よ
る
考
査
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
申
請
書
等
の
様
式
）

第
十
二
条
の
十

委
託
規
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の

十
四
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
申
請
書
の
と
お
り
と
す
る
。

２

委
託
規
則
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
十
五
の
誓

約
書
の
と
お
り
と
す
る
。

（
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
の
拒
否
の
通
知
）

第
十
二
条
の
十
一

公
安
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資
格

者
証
の
交
付
を
し
な
い
と
き
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
十
六
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
に
関
す

る
通
知
書
に
よ
り
当
該
処
分
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
書
換
え
交
付
申
請
書
の
様
式
）

第
十
二
条
の
十
二

委
託
規
則
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号

の
十
七
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
書
換
え
交
付
申
請
書
の
と
お
り
と
す
る
。

（
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
返
納
命
令
書
の
様
式
）

第
十
二
条
の
十
三

委
託
規
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
命
令
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号

の
十
八
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
返
納
命
令
書
の
と
お
り
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
の
次
に
次
の
十
七
様
式
を
加
え
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

一
二



１ 法人関係

� 定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの

� 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

� 役員名簿

� 道路交通法第５１条の８第３項各号に掲げる法人のいずれにも該当しない

ことの誓約書

� 道路交通法第５１条の８第４項各号に掲げる要件のすべてに適合すること

を説明した書類

ア 道路交通法第５１条の８第４項第１号に掲げる要件に適合することの誓

約書

イ 駐車監視員資格者証の写し

ウ 事務所の使用について権原を有することを証する書類の写し

２ 役員関係

� 戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し

� 成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書

� 道路交通法第５１条の８第３項第２号ホ及びヘに掲げる者のいずれにも該

当しない旨の医師の診断書

主たる事務所の

所在地

県内の事務所の

所在地

添 付 書 類

年 月 日

第 号

登録通知書に記載されている登録年月日

登録通知書に記載されている登録番号

別記様式第１６号の２（第１２条の２、第１２条の４関係）

（登録更新申請の場合のみ記載）

備考 １ 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

登録（更新）申請書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

名 称

申請者

代表者 �
電話 （ ）

第５１条の８第２項 登録

道路交通法 の規定により の申請

第５１条の８第７項において準用する同条第２項 登録更新

をします。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

一
三



別記様式第１６号の３（第１２条の２、第１２条の４関係）

備考 １ 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

誓 約 書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

名 称

申請者

代表者 �

当法人は、次のいずれにも該当しないことを誓約します。

１ 道路交通法第５１条の１０の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経

過しない法人

２ 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その

他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役

又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）のうちに次の

いずれかに該当する者のある法人

� 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

こ

� 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の３第１項第３号の罪を犯して刑に処せ

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しな

い者

� 集団的又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第３条各号に掲げる罪のいずれか

に当たる行為を行うおそれのある者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第１２条若しくは第１２条の６の規定による命

令又は同法第１２条の４第２項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受け

た日から起算して２年を経過しないもの

� アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

� 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適

切に行うことができない者

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

一
四



別記様式第１６号の４（第１２条の２、第１２条の４関係）

備考 １ 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

誓 約 書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

名 称

申請者

代表者 �

当法人は、車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機

を用いて確認事務を行うものであることを誓約します。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

一
五



年 月 日

第 号

名 称

代 表 者 の 氏 名

主たる事務所の
所在地

県内の事務所の
所在地

登 録
年 月 日

登録更新

登 録 番 号

別記様式第１６号の５（第１２条の３、第１２条の４関係）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

登録（更新）通知書

第 号

年 月 日

殿

香川県公安委員会 �

第５１条の８第１項 登録

道路交通法 に規定する を行い、次のとおり登録簿に記載した

第５１条の８第６項 登録更新

ので通知します。

注意事項 次回、登録更新を行うときは、 年 月 日の６月前から２月前までの間に申請

してください。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

一
六



別記様式第１６号の６（第１２条の３、第１２条の４関係）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

登録（更新）に関する通知書

第 号

年 月 日

殿

香川県公安委員会 �

第５１条の８第１項 登録

年 月 日付けで申請のあった に規定する

第５１条の８第６項 登録更新

登録

については、下記の理由により をしないこととしたので通知します。

登録更新

理 由

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

一
七



別記様式第１６号の７（第１２条の５関係）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

登録取消処分通知書

第 号

年 月 日

殿

香川県公安委員会 �

道路交通法第５１条の１０の規定により、下記の理由により登録（登録番号第 号）

を取り消したので通知します。

理 由

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

一
八



写 真

年 月 日

本 籍

住 所

（ふりがな）

氏 名

生 年 月 日

申

込

者

合 ・ 否※修了考査の結果

年 月 日から

年 月 日まで

（ 年 月 日）

※受講年月日

（修了考査）

※受講場所

※受講番号

講

習

・

修

了

考

査

別記様式第１６号の８（第１２条の６関係）

備考 １ 申込者は、※印欄には記載しないこと。

２ 申込者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

駐車監視員資格者講習受講申込書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

住 所

申請者

氏 名 �
電話 （ ）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

一
九



（ふりがな）

氏 名

生年月日 年 月 日

日 時 及 び 場 所

年 月 日 時 分開始

年 月 日 時 分開始

年 月 日 時 分開始

時 分から
各日 の間

時 分まで

項 目

講習日時

第１日目

講習日時

第２日目

考査日時

受付時間

講習場所

（略図）

受講番号

駐車監視員資格者講習受講票

別記様式第１６号の９（第１２条の６関係）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列５番とする。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

二
〇



□駐車監視員資格者講習修了証明書 □認定書

□駐車監視員資格者証

写 真

年 月 日

第 号

年 月 日

種 類

本 籍

住 所

（ふりがな）

氏 名

生 年 月 日

交付年月日及

び番号

再交付を申請

する事由

申

請

者

別記様式第１６号の１０（第１２条の７関係）

備考 １ 駐車監視員資格者証の再交付を申請する場合にのみ写真２枚を添付し、そのうち１枚をこの

申請書にはり付けること。

２ 再交付を申請する事由の欄には、亡失又は滅失の状況を記載すること。

３ 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

駐車監視員資格者講習修了証明書等再交付申請書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

住 所

申請者

氏 名 �
電話 （ ）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

二
一



写 真

確認事務の委託の手続等に関する規則

□ 第１０条第１項第１号

□ 第１０条第１項第２号

□ 第１０条第１項第３号

に該当する者

年 月 日

本 籍

住 所

（ふりがな）

氏 名

生 年 月 日

区 分

申

請

者

合・否※認定考査の結果

年 月 日※ 受 検 日

※受検場所

※受検番号

認

定

考

査

別記様式第１６号の１１（第１２条の８関係）

備考 １ 申請者は、※印欄に記載しないこと。

２ 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

駐車監視員資格者認定申請書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

住 所

申請者

氏 名 �
電話 （ ）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

二
二



（ふりがな）

氏 名

生年月日 年 月 日

日 時 及 び 場 所

年 月 日 時 分開始

時 分から
の間

時 分まで

項 目

考査日時

受付時間

考査場所

（略図）

受検番号

駐車監視員資格者認定考査受検票

別記様式第１６号の１２（第１２条の９関係）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列５番とする。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

二
三



別記様式第１６号の１３（第１２条の９関係）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

駐車監視員資格者認定に関する通知書

第 号

年 月 日

殿

香川県公安委員会 �

年 月 日付けで申請のあった道路交通法第５１条の１３第１項第１号ロの規

定による駐車監視員資格者認定については、下記の理由により認定しないこととしたので通知しま

す。

理 由

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

二
四



写 真

１ 駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書

２ 戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し

３ 成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書

４ 道路交通法第５１条の８第３項第２号ホ及びヘに掲げる者のいずれにも該当しない旨の
医師の診断書

５ 道路交通法第５１条の１３第１項第２号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しない
旨の誓約書

６ 写真２枚（１枚は、この申請書にはり付けること。）

年 月 日

本 籍

住 所

（ふりがな）

氏 名

生 年 月 日

申

請

者

添

付

書

類

別記様式第１６号の１４（第１２条の１０関係）

備考 １ 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

駐車監視員資格者証交付申請書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

住 所

申請者

氏 名 �
電話 （ ）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

二
五



別記様式第１６号の１５（第１２条の１０関係）

備考 １ 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

誓 約 書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

住 所

申請者

氏 名 �

私は、次のいずれにも該当しないことを誓約します。

１ １８歳未満の者

２ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

こ

３ 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の３第１項第３号の罪を犯して刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者

４ 集団的又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第３条各号に掲げる罪のいずれかに

当たる行為を行うおそれのある者

５ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第１２条若しくは第１２条の６の規定による命令

又は同法第１２条の４第２項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日

から起算して２年を経過しないもの

６ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

７ 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができない者

８ 駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して２年を経過しない者

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

二
六



別記様式第１６号の１６（第１２条の１１関係）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

駐車監視員資格者証交付に関する通知書

第 号

年 月 日

殿

香川県公安委員会 �

年 月 日付けで申請のあった道路交通法第５１条の１３第１項の駐車監視員資

格者証の交付については、下記の理由により交付しないこととしたので通知します。

理 由

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

二
七



写 真

第 号

年 月 日

年 月 日

本 籍

住 所

（ふりがな）

氏 名

生 年 月 日

番 号

交付年月日

書換え交付を申請

する事由

申

請

者

資

格

者

証

別記様式第１６号の１７（第１２条の１２関係）

備考 １ 写真２枚を添付し、そのうち１枚をこの申請書にはり付けること。

２ 駐車監視員資格者証を添付すること。

３ 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

駐車監視員資格者証書換え交付申請書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

住 所

申請者

氏 名 �
電話 （ ）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

二
八



年 月 日
資格者証の返納

期限

資格者証の返納

を命ずる理由

別記様式第１６号の１８（第１２条の１３関係）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

駐車監視員資格者証返納命令書

第 号

年 月 日

殿

香川県公安委員会 �

道路交通法第５１条の１３第２項の規定により、下記の理由により駐車監視員資格者証

（第 号）の返納を命ずる。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

二
九



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
告
示

●
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
三
号

平
成
十
四
年
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
号
（
道
路
交
通
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
医
師
の
認
定
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

表
中
「
田
口

朗
」
を
「
齋
藤

了
一
」
に
改
め
る
。

公
安
委
員
会
公
告

●
香
川
県
公
安
委
員
会
公
告
第
六
十
一
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す

る
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
五
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

一

実
施
期
日
及
び
実
施
場
所

実

施

期

日

平
成
十
七
年
十
月
五
日
（
水
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

実

施

場

所

高
松
市
郷
東
町
五
八
七
番
地
一
三
八

香
川
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

二

種
別
及
び
方
法

種

別

交
通
誘
導
警
備
（
二
級
）

方

法

学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
る
。

三

受
検
定
員
及
び
受
検
対
象
者

受

検

定

員

四
十
名

受
検
対
象
者

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
の
う
ち
県
外

に
住
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
県
外
在
住
警
備
員
」
と
い
う
。
）
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

法
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

二

検
定
規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
検
定
の

合
格
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な

い
者

四

受
検
申
込
み
及
び
受
検
申
請
手
続

１

受
検
申
込
み

受
検
申
込
期
間

平
成
十
七
年
七
月
二
十
五
日
（
月
）
か
ら
同
年
八
月
五
日
（
金
）
ま
で
（
日

曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

受
検
申
込
先

及
び
申
込
方
法

検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
受
検
申
込
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所

地
を
管
轄
す
る
警
察
署
（
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
営
業
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
警
察
署
）
の
警
備
業
担
当
課
に
受
検
申
込
者
が
直
接
申
し
込

む
こ
と
。

受
検
申
請
者
の

決

定

等

受
検
申
込
者
の
数
が
受
検
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
受
検
申
込
期
間
終
了
後
、

抽
選
に
よ
り
受
検
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
受
検
申
請
者
」

と
い
う
。
）
を
決
定
す
る
が
、
抽
選
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
検
申
請
者

に
は
通
知
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

２

受
検
申
請
手
続

受
検
申
請
期
間

平
成
十
七
年
八
月
二
十
九
日
（
月
）
か
ら
同
年
九
月
九
日
（
金
）
ま
で
（
日

曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

検
定
申
請
書
の

提
出
先
及
び

提

出

方

法

受
検
申
込
み
を
し
た
警
察
署
の
警
備
業
担
当
課
に
受
検
申
請
者
が
申
請
に
必

要
な
書
類
を
直
接
提
出
す
る
こ
と
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

三
〇



申
請
に
必
要
な

書

類

一

検
定
申
請
書

正
副
二
通

二

添
付
書
類

１

履
歴
書
及
び
住
民
票（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、外
国
人
登
録
証
明
書
）

の
写
し

各
一
通

２

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を

疎
明
す
る
警
備
業
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規

則
第
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
の
警
備
員
所
属
証
明
書

一
通

３

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
登

記
事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
五
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。）

一
通

４

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
年
被
後
見
人
と
み
な
さ
れ
る
者
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
又
は

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
市
町

村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
証
明
書

一
通

５

法
第
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
医

師
の
診
断
書

一
通

６

法
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
及
び
検
定
規
則
第

十
一
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
検
定
の

合
格
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過

し
な
い
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

一
通

７

写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、

無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記

入
し
た
も
の
）

二
葉

五

検
定
手
数
料

検
定
手
数
料
（
二
二
、
〇
〇
〇
円
）
は
、
平
成
十
七
年
十
月
五
日
の
検
定
当
日
の
受
付
の
際
に
、
香

川
県
証
紙
に
よ
り
納
入
す
る
こ
と
。

六

受
験
票
の
交
付

検
定
規
則
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
受
検
申
請
者
に
対
し
て
、
検
定

申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
受
験
票
を
交
付
す
る
。

七

そ
の
他

１

検
定
当
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
受
付
を
開
始
す
る
の
で
、
受
検
申
請
者
は
、
午
前
九
時
ま
で

に
受
験
票
を
係
員
に
示
し
て
受
付
を
終
え
る
こ
と
。

２

受
検
に
際
し
て
は
、
筆
記
用
具
及
び
ひ
も
付
き
警
笛
を
持
参
す
る
こ
と
。

３

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
警
備
業
担
当
（
電

話
番
号
〇
八
七
―
八
三
三
―
〇
一
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
老
人
ホ
ー
ム
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
高
松
さ
ん

さ
ん
荘

高
松
市
西
植
田
町
四
二
一
二
―

一

平
成
十
七
年
六
月
二
十
二
日

人
事
委
員
会
告
示

●
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

給
料
表
別
、
級
別
職
務
分
類
表
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長

武

田

安

紀

彦

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

三
一



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

「

「

別
表
第
一
の
十
一
級
の
部
中

事
務
局
長

※
事
務
局
長

事
務
局
長

を

に
改
め
、

」

」

「

同
表
十
級
の
部
中

人
事
委
員
会
の
事
務
部
局

事
務
局
長

監
査
委
員
の
事
務
部
局

労
働
委
員
会
の
事
務
部
局

を
削
る
。

」

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
七
年
七
月
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
一
日

（
第
九
二
四
八
号
）

三
二


